
計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算宙類の作成は、 NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、 定率法で償却をしています。 ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建俄

附属股備及び構築物については定額法で償却をしています。

(2)消費税等の会計処理

免税事業者である。












